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行政手続法及び流山市行政手続条例の一部改正の概要 

 

１ 行政手続法及び流山市行政手続条例の改正内容 

① 行政指導の方式 

 （現行）           （改正後） 

 

 

 

 

② 行政指導の中止等の求め 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法令違反を是正する行政指導を受けた者が、その行政指導が法律の要件に適合しないと思う場

合に、行政に対し、その指導の中止等を求めることができるようになります。 

 ③ 処分等の求め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国民（市民）が法令違反の事実を発見した場合に、行政に対して是正のためにされるべき処分

や行政指導を求めることができるようになります。 

 

（現行）           （改正後） 
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必要があると認めるとき

は、処分等を実施 

規定なし（根拠を

明示する必要な

し） 

行政指導をする際に許認可権限及び許認可等に

基づく処分をする権限の根拠条項等を明示しな

ければなりません。 


